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仮
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け
て

（
仮
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十
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医療、救急体制や防災体制の整った安心して暮らせるまち

高齢者、障がい者の生活や子育て支援など健康と福祉の充実したまち

30 40 50 60 70 80

子どもが、楽しく充実した子ども時代を過ごせるまち

商工業、娯楽施設を充実させた雇用と賑わいのあるまち

十和田湖や奥入瀬渓流、現代美術館を中心としたまち

68.2

74.0

47.5

56.0

42.2

％

　　十和田市を将

来どのようなまち

にしたいと思いま

すか？

（複数回答）

問

　　市民の役割と

して大切だと思う

ことはなんです

か？（複数回答）

自然環境や生活環境を守ること

子どもの健全育成に努めること

行政や議会の仕事を理解し、意見を出したり監視すること

市と協働してまちづくりを推進すること

主体的にまちづくりに取り組むこと

57.8

61.8

47.7

49.1

35.8

％20 30 40 50 60 70

問

30 40 50 60 70 80

　　市長、市職員

の責務として大切

だと思うことは何

ですか？

（複数回答）

市民の声を取り入れ、市民目線で仕事を進めること

市民への丁寧な説明に努め、信頼されること

誠実かつ公正に職務に励むこと

全体の奉仕者であることを自覚すること

職務に対して工夫や努力をすること

60.7

73.5

53.1

58.6

52.3

％

問

問

　　市議会の役割

として大切だと思

うことは何です

か？（複数回答）

市民の意思を尊重し、反映すること

市の将来を見据えて積極的に政策を提言すること

市民に情報を公開し、開かれた議会運営に努めること

市政をしっかりと監視し、チェックすること

市民に意思決定の内容やその経過を説明すること

61.3

63.1

46.9

56.5

42.4

％20 30 40 50 60 70

問

　　これからのま
ちづくりのために
市民はどのように
参加していくこと
が重要だと思いま
すか？（複数回答）

行政と市民が協働してまちづくりを進めること

市長や職員との対話の機会を確保すること

会議を公開すること

政策形成過程から市民参加を保証すること

審議会や委員会の委員を公募すること

46.9

62.1

27.9

36.6

26.3

％20 30 40 50 60 70

問

　市民の皆さんからの意見を（仮称）市自治基本条例の制定に反映させるため
９月にアンケートを実施しました。その結果を一部抜粋してお知らせします。
詳しい内容は市ホームページをご覧になるか、企画調整課で配布しています。
対象　住民基本台帳から無作為抽出した20歳以上の男女各500人
回収方法　郵送による発送、回収　
回答者数　377人（回収率37.7％）

十
和
田
市
づ
く
り
の

　
　
　
　

ル
ー
ル
に
挑
む 十和田市自治基本条例市民検討

委員会委員長　
弘前大学大学院教授　檜

ひまき

槇　貢
みつぐ

さん

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的
な
ル
ー
ル

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的
な
ル
ー
ル

　

地
方
分
権
が
推
進
さ
れ
、
地
域
の
課
題
は
地
域
で
考
え
る
「
自
己
決
定
」
と

「
自
己
責
任
」
に
基
づ
い
た
市
政
運
営
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
少
子

高
齢
・
人
口
減
少
社
会
の
到
来
や
市
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
な
ど
に
よ
り
、
社
会

環
境
は
大
き
く
変
化
し
、
従
来
の
市
政
運
営
で
は
、
様
々
な
課
題
に
対
応
す
る

こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
中
、
市
で
は
市
民
を
は
じ
め

多
様
な
主
体
が
担
い
手
と
な
り
、
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
上
で
自
治
に
関
す

る
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
定
め
る
（
仮
称
）
十
和
田
市
自
治
基
本
条
例
づ
く
り
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。　
　
　
　
　

    　
　

 　

問
企
画
調
整
課
☎
51
６
７
１
２

条
例
案
づ
く
り
の
進
め
方

　

市
で
は
、
条
例
案
の
検
討
に
当
た
り
次

の
と
お
り
「
（
仮
称
）
十
和
田
市
自
治
基

本
条
例
制
定
基
本
方
針
」
を
定
め
ま
し
た
。

▼
条
例
案
を
検
討
す
る
た
め
の
中
心
的
役

　

割
を
担
う
組
織
と
し
て
、
市
民
（
公
募

　

を
含
む
）
、
学
識
経
験
者
に
よ
る
「
自

　

治
基
本
条
例
市
民
検
討
委
員
会
」
を
組

　

織
し
ま
す
。

▼
市
民
検
討
委
員
会
で
は
、
市
民
の
意
見

　

や
提
案
な
ど
を
も
と
に
検
討
・
集
約
を

　

行
い
、
条
例
案
を
作
成
し
ま
す
。

▼
市
民
意
識
調
査
お
よ
び
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

　

メ
ン
ト
を
実
施
し
、
条
例
へ
の
市
民
意

　

見
の
反
映
に
努
め
ま
す
。

▼
条
例
制
定
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た

　

め
に
、
市
広
報
な
ど
で
検
討
内
容
を
お

　

知
ら
せ
す
る
ほ
か
、
講
演
会
な
ど
を
開

　

催
し
ま
す
。

▼
行
政
の
役
割
と
し
て
、
市
民
検
討
委
員

　

会
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
取
り
組
み
の
Ｐ
Ｒ

　

や
各
種
資
料
を
提
供
す
る
ほ
か
、
「
庁

　

内
検
討
委
員
会
」
を
設
置
し
、
各
部
局

　

と
の
連
携
・
調
整
を
図
り
ま
す
。

市
民
検
討
委
員
会
に
よ
る
条
例
案
の
検
討

　

８
月
31
日
に
第
１
回
目
の
会
議
を
開
催

し
、
小
山
田
市
長
か
ら
17
人
（
推
薦
委
員

10
人
、
公
募
委
員
６
人
、
学
識
経
験
者
１

人
）
の
委
員
に
委
嘱
状
が
交
付
さ
れ
ま
し

た
。

　

検
討
委
員
会
の
委
員
長
に
弘
前
大
学
大

学
院
地
域
社
会
研
究
科
の
檜ひ

ま
き槇
貢み

つ
ぐ

教
授

が
選
任
さ
れ
、
副
委
員
長
に
特
定
非
営
利

法
人
プ
ロ
・
ワ
ー
ク
ス
十
和
田
の
竹
ヶ
原

公
さ
ん
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

検
討
委
員
会
で
は
、
毎
月
１
回
の
予
定

で
会
議
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、
随
時
勉

強
会
や
先
進
地
視
察
な
ど
を
行
い
、
条
例

案
の
検
討
を
進
め
ま
す
。

五戸町まちづくり基本条例 平成16年７月１日施行

八戸市協働のまちづくり基本条例 平成17年４月１日施行

三戸町ふるさとづくり条例 平成17年12月施行

階上町協働のまちづくり条例 平成19年４月１日施行

佐井村むらづくり基本条例 平成19年７月１日施行

おいらせ町自治基本条例 平成21年４月１日施行

田子町協働のまちづくり条例 平成22年４月１日施行

アンケート結果を
お知らせします

（仮称）十和田市自治基本条例（仮称）十和田市自治基本条例

　

十
和
田
市
の
自
治
基
本
条
例
を
つ
く
る
。

そ
の
最
初
の
活
動
の
市
民
検
討
委
員
会
が

設
置
さ
れ
ま
し
た
。
ど
ち
ら
が
前
か
後
ろ

か
。
何
が
先
か
後
か
。
今
後
の
方
向
を
見

定
め
ら
れ
な
い
ま
ま
の
発
足
で
す
。
そ
れ

で
も
、
わ
た
し
た
ち
は
「
与
え
ら
れ
た
自

治
」
か
ら
「
創
り
だ
す
自
治
」
へ
の
転
換

点
に
い
る
と
い
う
自
覚
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

十
和
田
市
に
は
ま
ち
づ
く
り
の
現
場
か

ら
提
起
さ
れ
る
様
々
な
課
題
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
を
解
決
し
、
方
向
づ
け
る
基
本
的

な
ル
ー
ル
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。
市
民

が
地
域
の
価
値
を
方
向
づ
け
、
自
分
た
ち

の
手
法
を
決
め
る
こ
と
。
そ
れ
が
大
切
だ

と
信
じ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
議
会

や
行
政
に
頼
っ
て
い
れ
ば
、
何
と
か
な
っ

た
の
で
す
が
、
地
域
主
権
の
時
代
は
住

民
・
市
民
の
皆
さ
ん
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
活
動
の

成
功
へ
の
強
い
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。

この人から

一言

市　

民

議　

会

行　

政

基本的なルール

自
治
基
本
条
例
と
は
…

　

地
域
課
題
へ
の
対
応

や
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い

て
、
誰
が
ど
ん
な
役
割

を
担
い
、
ど
の
よ
う
な

方
法
で
決
め
て
い
く
の
か
基
本
的
な

ル
ー
ル
を
定
め
た
も
の
で
す
。
情
報
の

共
有
や
市
民
参
加
・
協
働
な
ど
の
自
治

の
基
本
原
則
、
市
民
、
議
会
、
行
政
の

役
割
と
責
任
、
情
報
公
開
、
計
画
・
審

議
会
な
ど
へ
の
市
民
参
加
や
住
民
投
票

な
ど
自
治
を
推
進
す
る
制
度
に
つ
い
て

定
め
て
い
ま
す
。

　

都
市
宣
言
や
市
民
憲
章
と
は
異
な
り
、

計
画
行
政
の
前
提
と
な
る
理
念
と
ル
ー

ル
を
明
示
し
て
い
ま
す
。

県
内
市
町
村
の
条
例
制
定
状
況

　

県
内
40
市
町
村
の
う
ち
、
市
部
は
１

市
、
町
村
部
は
５
町
村
の
６
市
町
村
が

条
例
を
制
定
し
て
い
ま
す
。


